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バイデン新政権の対外政策 

          

IIMA 客員研究員 円居 総一 
 

1月 20 日、民主党バイデン氏が米国第 46代大統領に正式に就任した。就任と同時に

バイデン新大統領は、トランプ前政権からの内外に亘る負の遺産からの脱却を、「対立

から協調」への路線転換で進めて行くことを明確に打ち出すとともに、コロナ対策、経

済回復策と地球環境問題、多様性問題などの重点分野での喫緊の課題への対応も大統領

令の発出で矢継ぎ早に打ち出した。今後、広範な政策対応へと進むとみられるが、ここ

では国際関係と国際システムの修復の視点から、その対外政策について一考してみたい。  

バイデン新政権の政策理念は、対外政策を含めて伝統的な民主党の政策理念に合致し

たものとなろう。その概要を、トランプ政権及び伝統的共和党政権のそれらとの比較で

要約すれば表の通りである。因みに、トランプ政権の政策枠組みは、共和党の基本に立

ち、民主党の伝統的政策理念の一部をつまみ食いするもので、特に管理貿易とインフラ

投資で親和性が高かった。だが、対外スタンスは、伝統的民主党の国際協調主義に対し、

米国第一主義に立脚し、グローバル化の弊害への反発を煽り、それをポピュリズム政治

の糧として古典的近隣窮乏化政策に類する政策を採って国際対立を煽ってきた。グロー

バル化の進行による地球規模での無制限の競争は、生産効率と供給力の飛躍的拡大をも

たらす一方で、国内的にも国際的にも所得、資産格差を広め、需給ギャップの拡大でデ

フレ圧力を累増させる。そうした中でのトランプ政権の対外政策は、正に、1930年代の

世界経済の停滞と国際統治システムの崩壊を招いた閉じこもり策に類するものであっ

た。 

それに対し、バイデン政権は、国際協調を明確に打ち出し、その政策対応は、民主党

の伝統的経済スタンスとしての、需要重視と市場補完介入に則って協調的国際体制の修

復、再建を進めていくことになろう。そうした転換は、1930年代の閉鎖、対立から戦後
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のブレトンウッズ体制への転換に相似して、歴史の教訓にも合致した政策対応として国

際協調体制の修復を促していくことが期待できよう。同時にその反面で、修正ブレトン

ウッズ型での国際システムの再建には高度グローバル経済統合との調和ないし妥協を

どう図るかという難しい課題が潜んでいることに留意が必要であろう。 

元祖ブレトンウッズ体制は、一定の規制の下で国民経済とグローバル市場化との調和

を図り、自由な民主主義社会を育むシステムであった。それが米国覇権の下での世界的

経済発展をもたらしてきた。その後、経済のグローバル化と規制緩和が世界的に進む中

でブレトンウッズ体制は崩壊していき、GAFAに代表される国家を超え得る情報プラッ

トフォーマたちの台頭を生みつつ、国境なき高度なグローバル市場統合化が加速して今

日に至っている。 

このグローバル市場統合と国民経済・国民国家の共存が不可能な関係にあることは、

ダニ・ロドリックが国際経済のトリレンマ・モデルを援用し提示した国際政治の選択モ

デルからも明らかである。ロドリックは両者の妥協点を探り、「新たなブレトンウッズ

の妥協」による体制再建を説くが、具体策は提示していない。国家と市場の共存への現

実的妥協点を如何に見出し、新たなブレトンウッズ型妥協モデルを描いて国際協調シス

テムの修復、再建をどこまで進め得るか否か。そこにバイデン政権の対外政策の成否と

米国の威信の回復もかかっていると言えよう。政権の閣僚名簿に照らすと、各分野での

知見豊かなプロフェッショナルが多い。新たな妥協モデルで国際協調体制構築への道を

切り開いていく公算は十分あろう。期待を持って注視していけそうである。もっとも、

そうした協調体制は、参加国にも高い自立性を求めてくることになろう。その点で、日

本も提案力などソフトパワーの拡充を図り、より一層の自立性をもってバイデン政権の

対外政策に応じて行くことが必要であろう。 

以上 
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